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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理ローラと、この処理ローラに対向する放電電極と、この放電電極を囲う電極チャン
バとを設け、上記処理ローラと上記放電電極との間で放電させて、上記処理ローラに沿っ
て搬送されるフィルムの表面を改質する表面改質装置であって、
上記放電電極よりも上記フィルムの搬送方向の下流側に、同伴流に含まれるガスや結晶状
異物を吸引する吸引手段が備えられ、
上記吸引手段は、
上記処理ローラに対向配置された吸引ボックスと、この吸引ボックスに接続された吸引機
とからなり、
上記吸引ボックスは、
上記処理ローラの曲率に沿って処理ローラと対向する曲面からなる対向面を備えるととも
に、上記対向面には、その全面に亘って複数の小孔が形成された表面改質装置。
【請求項２】
　上記吸引手段は、処理ローラで搬送されるフィルムと対向するセット位置と、処理ロー
ラで搬送されるフィルムから退避するオフセット位置との間で移動可能にされた請求項１
に記載の表面改質装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、コロナ放電処理によって、絶縁性のフィルムの表面を改質する表面改質装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種のものとして、図３に示した表面改質装置が従来から知られている。
　この装置は、処理ローラ１と、上記処理ローラ１に対向配置した電極チャンバ２と、こ
の電極チャンバ２内に設けられた放電電極４とを備えている。
　上記電極チャンバ２は、上記処理ローラ１の所定の範囲を覆う大きさを有する。すなわ
ち、電極チャンバ２の開口部２ａは、処理ローラ１の軸方向長さにほぼ等しくするととも
に、上記軸方向両端の開口部２ａの曲率を、処理ローラ１の曲率とほぼ等しくしている。
【０００３】
　さらに、電極チャンバ２には、上記軸方向に長さを持った３本の放電電極４を、処理ロ
ーラ１の曲率に沿って設けている。
　なお、上記放電電極４のそれぞれは、絶縁体からなる電極ホルダ３及び支持棒５を介し
て電極チャンバ２の天井部２ｂに固定している。
【０００４】
　上記天井部２ｂには、複数の排気口２ｃを形成するとともに、この排気口２ｃを、図示
していない吸引機に接続している。
　したがって、処理ローラ１に沿ってフィルムＦを搬送しながら、放電電極４に高周波高
電圧を印加してコロナ放電させると、その放電エネルギーによって、フィルム１の表面が
改質される。
　また、コロナ放電させる過程で有害なオゾンが発生するが、このオゾンは、吸引機の吸
引力にひかれて上記排気口２ｃから排気される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－０４３２１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のようにコロナ放電の処理過程ではオゾンが生成されるが、このオゾンと反応して
放電チャンバ内に結晶状異物が生成されることも知られている。
　しかし、従来の表面改質装置の吸引機は、比較的軽いオゾン等のガスを吸引する目的の
もとで、その吸引力が設定されている。したがって、相対的に重い結晶状異物を吸引でき
ないという問題があった。
【０００７】
　この問題を解決するために、吸引機の吸引力を強くすることも考えられる。
　しかし、その吸引力が強すぎると、開口部２ａに対応した部分で、フィルムＦがバタつ
いてしまう。例えば、吸引力が強すぎると、フィルムＦが処理ローラ１からはがされるよ
うにして持ち上げられるが、ある程度持ち上げられると、今度は、フィルムＦ側の張力に
よって処理ローラ１側に再び引き戻される。このようにフィルムＦが引き上げられたり、
引き戻されたりが繰り返されるので、フィルムＦが上記のようにバタついてしまう。
【０００８】
　そして、フィルムＦが上記のように引き上げられると、フィルムＦと放電電極４との間
隔が一定でなくなり、放電エネルギーの安定性も損なわれてしまう。もし、放電エネルギ
ーが安定でなければ、表面改質処理も不均一になり、フィルムＦの品質を低下させてしま
う。
　また、フィルムＦが引き上げられたときに、フィルムＦが放電電極４に接触すると、フ
ィルムＦを損傷してしまう。
【０００９】
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　このような理由から、吸引機の吸引力を大きくするにも限界があった。
　そのために、従来の表面改質装置では、放電チャンバ内の結晶状異物を十分に取り切れ
なかった。
　このように取り切れなかった結晶状異物は、高速搬送されるフィルムの表面に発生する
同伴流に乗って、電極チャンバ２から流出してしまう。
　また、電極チャンバ２内で除去しきれなかったオゾンも、同伴流に乗って電極チャンバ
２から流出することもあった。
【００１０】
　このように、同伴流とともに流出した結晶状異物は、そのままフィルムＦに付着したり
、あるいはフィルムＦの搬送過程で周囲に飛散したりする。
　フィルムＦに付着した結晶状異物は、フィルムＦを汚して品質を低下させ、飛散した結
晶状異物は、例えば外部装置に付着してそれを酸化させるという問題を発生していた。
【００１１】
　さらに、放電処理されたフィルムＦの搬送方向の下流側には、フィルムＦの搬送方向を
転換させるガイドローラや、フィルムＦのバタつきを押えるニップローラなどが備わって
いるが、上記のようにフィルムＦに結晶状異物が付着していると、この結晶状異物が上記
ローラの表面に付着したり、あるいはその表面に堆積したりする。
【００１２】
　ガイドローラやニップローラに付着もしくは堆積した結晶状異物は、それを放置してお
くと、接触するフィルム表面を汚したり、あるいはその表面を傷つけたりするので、積極
的に取り除かなくてはならない。
　しかし、ガイドローラやニップローラに付着もしくは堆積した結晶状異物を取り除くた
めには、フィルムＦの搬送ラインを止めなければならないので、結晶状異物を取り除く度
に、作業を停止しなければならない。
【００１３】
　また、上記同伴流に乗って電極チャンバ２から流出したオゾンは、人体に悪影響を及ぼ
す危険もあった。
　このように、従来の表面改質装置では、電極チャンバ２内で生成されるオゾンや結晶状
異物を除去できないために、種々の問題を発生していた。
　この発明の目的は、オゾン及びＮＯｘ等のガスの排気はもちろん、電極チャンバ内に生
成する結晶状異物も除去できる表面改質装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明は、処理ローラと、この処理ローラに対向する放電電極と、この放電電極を囲
う電極チャンバとを設け、上記処理ローラと上記放電電極との間で放電させて、上記処理
ローラに沿って搬送されるフィルム表面を改質する表面改質装置を前提としている。
　そして、第１の発明は、上記放電電極よりも上記フィルムの搬送方向の下流側に、上記
フィルムに同伴する同伴流とともにオゾン等のガス及び結晶状異物を吸引する吸引手段を
備え、この吸引手段が吸引ボックスと吸引機とからなる。そして、上記吸引ボックスが、
上記処理ローラの曲率に沿って処理ローラと対向する曲面からなる対向面を備えるととも
に、上記対向面には、その全面に亘って複数の小孔が形成されたことを特徴としている。
【００１５】
　第２の発明は、上記吸引手段が、処理ローラで搬送されるフィルムと対向するセット位
置と、処理ローラで搬送されるフィルム位置から退避するオフセット位置との間で移動可
能にした点に特徴を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　第１の発明によれば、電極チャンバよりもフィルムの搬送方向下流側に、フィルムに沿
って発生する同伴流に含まれるガスや結晶状異物を吸引する吸引手段を設けたので、電極
チャンバの吸引力は、相対的に軽いオゾン等のガスのみを排気できる能力を備えればよい
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。言い換えると、電極チャンバ内の吸引力を必要以上に強くしなくてもよいので、吸引力
が強すぎてフィルムをバタつかせることがない。フィルムのバタつきを押えられるので、
バタつきが要因になっていた問題は発生しない。
【００１７】
　また、電極チャンバとは別に設けた上記吸引手段によって、上記同伴流に含まれるガス
や結晶状異物を除去できるので、吸引手段の吸引力は、結晶状異物を吸引するために必要
な大きさに自由に設定できる。このように吸引手段の吸引力を必要な大きさに設定できる
ので、上記同伴流に含まれるガスとともに結晶状異物を確実に除去できる。
　したがって、電極チャンバからのオゾンの流出や、フィルムに対する結晶状異物による
弊害という問題をことごとく解決できる。
【００１８】
　第２の発明によれば、搬送ラインにフィルムをセットするとき、当該吸引手段をオフセ
ット位置に退避させておけば、フィルムを搬送ラインにセットするときの作業がやりやす
くなる。そして、フィルムを搬送ラインにセットした後は、吸引手段をセット位置に復帰
させれば、オゾン等のガスとともに結晶状異物を除去することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】第１実施形態における処理ローラ、電極チャンバ及び吸引手段である吸引ボック
スとの位置関係を示した概略図である。
【図２】第１実施形態における吸引ボックスを示した斜視図である。
【図３】従来の表面改質装置の処理ローラと電極チャンバとの位置関係を示した概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１，２を用いてこの表面改質装置の実施形態を説明する。
　なお、本発明は従来の構成に、電極チャンバ２とは別な位置で結晶状異物等を除去する
ための吸引手段を加えたことが異なっており、従来と同様の構成要素には図３と同じ符号
を用いている。
【００２１】
　図１に示すように、この表面改質装置は、その前提として、処理ローラ１と、上記処理
ローラ１に対向配置した電極チャンバ２と、この電極チャンバ２内に設けられた放電電極
４とを備えている。
　上記電極チャンバ２は、上記処理ローラ１の所定の範囲を覆う大きさを有する。すなわ
ち、電極チャンバ２の開口部２ａは、処理ローラ１の軸方向長さにほぼ等しくするととも
に、上記軸方向両端の開口部２ａの曲率を、処理ローラ１の曲率とほぼ等しくしている。
【００２２】
　さらに、電極チャンバ２には、上記軸方向に長さを持った３本の放電電極４が、処理ロ
ーラ１の曲率に沿って設けられている。そして、この放電電極４には、図示していない高
電圧源が接続されている。
　そして、上記放電電極４のそれぞれは、絶縁体からなる電極ホルダ３及び支持棒５を介
して電極チャンバ２の天井部２ｂに固定している。
　なお、上記放電電極４には、いろいろあるがその種類は問わない。例えば、ワイヤー、
針、誘電体あるいはバー等のいずれであってもよい。
【００２３】
　上記天井部２ｂには、複数の排気口２ｃが形成されるとともに、この排気口２ｃには、
図示していない吸引機が接続されている。
　上記のように構成された電極チャンバ２と処理ローラ１の間には、処理ローラ１に沿っ
てフィルムＦを搬送させている。そして、放電電極４に高周波高電圧を印加してコロナ放
電させると、その放電エネルギーによって、イオンが生成されるとともに、このイオンに
よってフィルムＦの表面が改質される。
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　なお、上記電極チャンバ２は、上記処理ローラ１の最上部に対向するように設けている
が、上記処理ローラ１に対向する位置であれば、上記電極チャンバ２をどの位置に配置し
てもかまわない。
【００２４】
　また、コロナ放電の処理過程では、有害なオゾンが発生することが知られている。この
ように発生したオゾンは、吸引機の吸引力にひかれて上記排気口２ｃから排気される。
　さらに、オゾンは、コロナ放電の処理過程で生成され続けるので、このオゾンと反応し
て放電チャンバ２内に結晶状異物が生成されることも知られている。
【００２５】
　電極チャンバ２に接続された吸引機は、比較的軽いオゾン等のガスを吸引する目的のも
とで、その吸引力が設定されている。そのため、相対的に重い結晶状異物を吸引できず、
フィルムＦの搬送によって発生する同伴流とともに、電極チャンバ２から流出する。
　なお、同伴流には、結晶状異物だけでなく、吸引しきれなかったオゾンなどのガスも含
まれている。
【００２６】
　この実施形態では、上記放電電極４よりも上記フィルムＦの搬送方向の下流側に、同伴
流に含まれるガスや結晶状異物を吸引する吸引手段Ｖが備えられている。
　この吸引手段Ｖは、上記処理ローラ１に対向配置した吸引ボックス６と、この吸引ボッ
クス６に接続される図示しない吸引機からなる。
【００２７】
　この吸引ボックス６は、上記処理ローラ１の軸方向長さにほぼ等しくするとともに、上
記処理ローラ１に対向する対向面６ａを備え、この対向面６ａの曲率を処理ローラ１の曲
率とほぼ等しくしている。そして、この対向面６ａには、複数の小孔７を形成している。
また、この吸引ボックス６は、配管８及び１０を介して吸引機に連続する排気口６ｂとを
備えている。
【００２８】
　上記吸引ボックス６に接続した吸引機を作動させて、吸引ボックス６内を負圧にすると
ともに、高速で移動するフィルムＦの表面に同伴する同伴流に含まれるガスや結晶状異物
を、上記吸引ボックス６の内部に吸い込む。
　このように、吸引手段Ｖを電極チャンバ２とは別にしたので、吸引手段Ｖの吸引力を上
げて、同伴流に含まれるガスや結晶状異物を除去できる。
【００３０】
　さらに、この吸引ボックス６は、図２に示す移動レール９，９上を移動可能に設けられ
、吸引ボックス６を、処理ローラ１で搬送されるフィルムＦと対向するセット位置と、処
理フィルムＦから退避するオフセット位置との間で移動可能にしている。
　したがって、搬送ラインにフィルムＦをセットするとき、当該吸引手段Ｖをオフセット
位置に退避させておけば、作業がやりやすくなる。そして、フィルムＦを搬送ラインにセ
ットした後は、吸引手段Ｖをセット位置に復帰させれば、オゾン等のガスとともに結晶状
異物を除去することができる。
【００３１】
　なお、図中符号１１は、上記吸引ボックス６よりも、フィルムＦの搬送方向下流側に設
けたニップローラで、フィルムＦを処理ローラ１に押し付けるものである。このニップロ
ーラ１１でフィルムＦを処理ローラ１に押し付けておけば、吸引手段Ｖの吸引力を上げて
も、フィルムＦが処理ローラ１と上記対向面６ａとの間でバタついたりしない。
　また、符号１２は、フィルムＦの搬送過程でのたるみを押えたり、搬送方向を転換した
りするガイドローラである。
【００３２】
　そして、この実施形態では、吸引手段Ｖで結晶状異物を取り除くことができるので、ニ
ップローラ１１やガイドローラ１２に、上記結晶状異物が付着したりしない。
　ニップローラ１１やガイドローラ１２に結晶状異物が付着しないので、例えば、その付
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着物を取り除くために、ニップローラ１１やガイドローラ１２を短期間で清掃しなくても
よくなる。言い換えると、それらローラ１１，１２を清掃するために、搬送ラインを止め
なくてもよくなる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　放電処理過程において生成されるガスや結晶などの結晶状異物を除去する場合に有用で
ある。
【符号の説明】
【００３４】
Ｆ…フィルム、１…処理ローラ、２…電極チャンバ、２ａ…開口部、２ｃ…排気口、４…
放電電極、６…吸引ボックス、６ａ…対向面、６ｂ…排気口、７…吸引口、１１…ニップ
ローラ、１２…ガイドローラ

【図１】 【図２】
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